














































































解消の推進に関する法律等の趣旨に沿った取組により障害者への理解が進んで

きたものの、 今なお、 節害者に対する誤解や偏見があり、 また、 見た日ではわ

からない障害者に対して周囲の理解が不十分であることから、 障害者の自立や

社会参加が妨げられているという現状が存在しています。

こうした状況を解決するためには、 誰もが高齢になることに伴う身体機能の

低下、 事故や疾病などにより、 附害を打することになる可能性があることを認

識し、 障害を理由とする差別を障害のある人とない人の区別なく全ての人に共

通する課題として捉え、 取り組んでいくことが重要です。

それとともに、 子どもの頃から障害の有無にかかわらず一緒に学び遊ぶ中で、

正しい知識や理解を深めることも求められます。

このような認識の下、 市、 事業者及び市民が一休となって、 障害を理由とす

る差別の解消の推進に取り組み、 障害のある人もない人も誰もが等しく基本的

人権を有するかけがえのない個人として、 お互いを思いやる気持ちを持ちなが

ら、 安心して共に生きることのできるまち・なごやをつくることを決意し、 こ

の条例を制定します。

第1章 総則

（目的）

第1条 この条例は、 障害を理由とする差別の解消の推進に関し、 基本理念を

定め、 市、 事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、 障害を理由とす

る差別の解消を推進するための北本となる事項を定めることにより、 障害の

有無にかかわらず、 誰もが人格と個性を尊里され、 住み慣れた地域で安心し

て暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第2条 この条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1)障害者 身体障害、 知的障害、 精神障害（発達障害を含む。）、 難病（

治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう。）等を原因と

する障害その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある

者であって、 障宮及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は
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社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2)社会的障壁 障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、 制度、 慣行、 観念その他一 切のものをいう。

(3)不当な差別的取扱い 正当な理由なく、 障害を理由として、 障害者でな

い者と異なる不利益な取扱いをすることをいう。

(4)合理的配慮 障害の有無にかかわらず誰もが実質的に同等の日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、 障害者（障害者が意思の表明を行う

ことが困難である場合にあっては、 その家族等）の求めに応じて、 必要か

つ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。 ただし、 社会通念上その

実施に伴う負担が過厘になるものを除く。

(5)障害を理由とする差別 不当な差別的取扱いをすること又は合理的配慮

をしないことをいう。

（基本理念）

第3条 障宮を理由とする差別の解消の推進は、 障害の有無にかかわらず、 誰

もが等しく基本的人権を生まれながらにして有する個人として尊里され、 地

城で自立した生活を営む権利が保障されることを前提として、 次に掲げる基

本理念に基づき行う。

(1)全ての障害者が、 社会を構成する一員として、 社会、 経済、 文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

(2)全ての障害者が、 どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保さ

れ、 地域社会において他の人々と共に暮らすことを妨げられないこと。

(3)全ての障害者が、 言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段

及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会が確保される

とともに、 意思を決定することが困難な悴害者に対する支援が確保される

こと。

(4)全ての障害者は、 障害があることに加え、 性別、 年齢その他の複合的な

要因により特に困難な状況に置かれている場合には、 その状況に応じた適

切な配慮がなされること。

(5)障害を理由とする差別の解消に当たっては、 差別する側と差別される側

とに分け、 相手方を一方的に非難し、 又は制裁を加えようとするものであ
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第2章 障害を理由とする差別の禁止

（市及び事業者における不当な差別的取扱いの禁止）

第8条 市及び事業者は、 の事務又は事業を行うに たり、 正当な理由によ

りやむを得ない場合を除き、 障害を理由として次に掲げる取扱いをすること

により障害者の権利利益を侵害してはならない。

(I)福祉サ ー ビスを提供する場合における次に掲げる取扱い

ア 福祉サ ー ビスの提供を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれに条件を付

イ

け、 その他節害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。

福祉サ ー ビスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、 障

害者の意思に反して、 障害者支援施設等への入所又は入居を強制するこ

と。

(2)底療を提供する場合における次に掲げる取扱い

ア 医療の提供を拒令し、 若しくは制限し、 又はこれに条件を付け、 その

イ

他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。

樟害者の意思に反して、 阪療を受けることを強制すること。

(3)教育、 療育又は保育を行う場合における次に掲げる取扱い

ア 障害者の年齢及び能力に応じ、 かつ、 その特性を踏まえた十分な教育、

療育又は保育が受けられる

ないこと。

うにするために必要な指導又は支援を行わ

悴害者又はその保蔑者の意見を聴かず、 若しくは意思を尊重せず 冷

はこれらの者に必要な説明を行わずに就学すべき学校

(4) 労働者を雁用する場合における次に掲げる取扱い

ィ

決定するこ

又

゜

ア 応募若しくは採川を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれらに条件を付

け、 その他障害者でなし と異なる不利益な取扱いをすること。

ィ 賃金、 労働時間、 配置、 昇進、 教育訓練、 福利厚生その他の労働条件

について不利益な取扱いをすること。

(5) 商品を販売し、 又はサ ー ビスを提供する場合において、 商品の販売若し

くはサ ー ビスの提供を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれらに条件を付け、

その他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。
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(6)不動産の取引を行う場合において、 不動産の売買、 賃貸、 転貸若しくは

賃借権の譲渡を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれらに条件を付け、 その

他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。

(7)不特定多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機

関を利用する場合において、 建物その他の施設若しくは公共交通機関の利

用を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれらに条件を付け、 その他降害者で

ない者と異なる不利益な取扱いをすること。

(8)スポーツ、 文化芸術活動その他の生涯学習活動を行う場合において、 ス

ポーツ、 文化芸術活動その他の生涯学習活動を行うことを拒否し、 若しく

は制限し、 又はこれらに条件を付け、 その他障害者でない者と異なる不利

益な取扱いをすること。

(9)障害者へ情報の提供をする場合又は障害者から意思の表示を受ける場合

における次に掲げる取扱い

ア 情報の提供を拒否し、 若しくは制限し、 又はこれに条件を付け、 その

他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすること。

イ 障害者から意思の表示を受けることを拒否し、 若しくは制限し、 又は

これに条件を付け、 その他障害者でない者と異なる不利益な取扱いをす

ること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、 悴害者でない者と異なる不利益な取扱い

をすること。

（市が行う合理的配慮の提供）

第9条市は、 その事務又は事業を行うに当たり、 過重な負担にならない範囲

で、 合理的配慮をしなければならない。

2 市は、 障害者を雁用する場合において、 過璽な負担にならない範囲で、 合

理的配慮をしなければならない。

（事業者が行う合理的配慮の提供）

第10条 事業者は、 その事業を行うに当たり、 過爪な負担にならない範囲で、

合理的配慮をするよう努めなければならない。

2 事業者は、 障害者を屈用する場合において、 過重な負担にならない範囲で、

合理的配慮をしなければならない。
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（市及び事業者の判断に係る内容の説明）

第11条 市及び事業者は、 不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由がある

と判断する場合及び合理的配慮の不提供に該当しない過重な負担になると判

断する場合には、 障害者にその内容を説明し、 理解を得るよう努めるものと

する。

（事業者における適切な対応）

第12条 事業者は、 その事業を行うに当たっては、 節害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律（平成25年法律第65号。以下「法」という。）第11条

第1項に規定する対応指針に即して、 通切な対応に努めるものとする。

第3章 障害を理由とする差別を解消するための体制

（相談）

第13条 市は、 障害を理由とする差別に関する相談（以下「差別相談」とい

う。）に的確に対応するため、 法第14条の規定に基づき、 名古屋市障害者差

別相談センタ ー（以下「差別相談センタ ー」という。）及び地域の相談窓口

を設罹する。

2 障害者及びその家族その他の関係者（以下「障害者等」という。）又は事

業者は、 差別相談センタ ー又は地域の相談窓口に対し、 差別相談を行うこと

ができる。

3 差別相談センタ ー及び地域の相談窓口は、 差別相談を受けた場合には、 必

） 要に応じて、 事実の確認を行い、 次に掲げる対応を行う。 ただし、 地域の相

談窓口が差別相談を受け、 第2号の対応を行う必要があると判断する場合は、

差別相談センタ ーに引き継ぎ、 その対応を行う。

(I)説明又は助言

(2)差別相談に係る当事者間の調整（差別相談について必要な調査を含む。

以下「調整」という。）

(3)関係行政機関に対する通報その他通知

4 差別相談の相手方となる事業者は、 障害者等が差別相談を行ったことを理

由として、 事業の利用を禁止し、 又は制限し、 その他不利益な扱いをしては

ならない。
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